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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビデオ・システムの複数のユーザー設定のうちの一つの調整を選択する第一のユーザー
入力を受け取るよう動作する選択器を含むユーザー入力手段であって、前記ユーザー設定
はボリューム設定、チャンネル設定および三次元（3D）閲覧効果を含み、前記ユーザー入
力手段はさらに、前記ビデオ・システムの前記ボリューム設定、前記チャンネル設定およ
び前記三次元（3D）閲覧効果のうちの選択されたものを調整するための第二のユーザー入
力を受け取るよう動作する入力要素を含む、ユーザー入力手段と；
　前記第二のユーザー入力に応答して前記ビデオ・システムに制御信号を送信する手段と
を有する、
リモコン装置。
【請求項２】
　前記三次元（3D）閲覧効果が：奥行き変更効果およびポップアップ効果のうちの少なく
とも一つを含む、請求項１記載のリモコン装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概括的にはビデオ・システムのためのリモコン装置に、より詳細には中でも
一つまたは複数の三次元（3D）閲覧効果を提供するよう動作するビデオ・システムのユー
ザー制御を可能にし、容易にするリモコン装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　三次元（3D）閲覧効果を提供する現行のビデオ・システムは、両眼用三次元（3D）表示
モードおよび通常の二次元（2D）表示モードしかサポートしないことが知られている。こ
れら二つの表示モードの間の切り換え制御は比較的単純である。たとえば、そのようなシ
ステムは、二つの表示モードの間のユーザー選択を可能にするよう画面上メニューを利用
してもよい。これら二つの表示モードの間の切り換えを可能にするもう一つの方法はリモ
コン装置上に専用ボタン（たとえば2D/3Dボタン）を設けることである。このボタンが押
されたときに、二つの表示モードの間で切り換えが行われるのである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、三次元（3D）と二次元（2D）表示モードの間で単に切り換える以外には
、現行のビデオ・システムはユーザーに何らかの三次元（3D）ビュー設定または三次元（
3D）関係の画質を調整する能力を提供することは知られていない。現行のビデオ・システ
ムのこの限界は、少なくとも部分的には、現行の三次元（3D）表示モードでは、各ビデオ
・フレームが二つのビュー（すなわち右眼ビューおよび左眼ビュー）しか提供しないとい
う事実に基づいていることがありうる。しかしながら、将来には、三次元（3D）閲覧効果
をもつビデオ・システムが、他の可能な新機能とともに、各ビデオ・フレームについて二
つより多くのビューをサポートするであろうと予想されている。
【０００４】
　よって、三次元（3D）閲覧効果をもつそのような将来のビデオ・システムに鑑み、当技
術分野では、一つまたは複数の三次元（3D）ビュー設定を調整する能力をユーザーに提供
するよう、そのようなビデオ・システムのユーザー制御を可能にし、容易にする必要性が
ある。本稿に記載される本発明はこれらおよび／またはその他の問題に取り組み、中でも
、有利に、ユーザーがビデオ・システムの一つまたは複数の三次元（3D）ビュー設定を調
整できるようにする装置のための複数の異なる実施形態を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明のある側面によれば、リモコン装置が開示される。ある例示的な実施形態によれ
ば、リモコン装置は、ビデオ・システムのボリューム設定およびチャンネル設定の少なく
とも一方を調整するための第一のユーザー入力を受け取るよう動作するとともに、さらに
ビデオ・システムの三次元（3D）閲覧効果を調整するための第二のユーザー入力を受け取
るよう動作する入力要素を有するユーザー入力端末を有する。送信機は、第一および第二
のユーザー入力に応答してビデオ・システムに制御信号を送信するよう動作する。
【０００６】
　本発明のもう一つの側面によれば、もう一つの装置が開示される。ある例示的な実施形
態によれば、この装置は、現在の三次元（3D）ビュー設定を別の三次元（3D）ビュー設定
に変更することによって三次元（3D）閲覧効果を調整することをビデオ・システムに要求
するユーザー入力を受け取る手段と、前記ユーザー入力に応答してビデオ・システムに制
御信号を送信する手段とを有する。
【０００７】
　本発明のさらにもう一つの側面によれば、リモコン装置を動作させる方法が開示される
。ある例示的な実施形態によれば、本方法は、リモコン装置の入力要素を介して、ビデオ
・システムのボリューム設定およびチャンネル設定の少なくとも一方を調整するための第
一のユーザー入力を受け取る段階と；前記入力要素を介して、ビデオ・システムの三次元
（3D）閲覧効果を調整するための第二のユーザー入力を受け取る段階と；第一および第二
のユーザー入力に応答してビデオ・システムに制御信号を送信する段階とを含む。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
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　付属の図面とともに参酌される本発明の実施形態の以下の記述を参照することによって
、本発明の上述したおよび他の特徴および利点およびそれを達成する仕方が一層明白にな
り、本発明はよりよく理解されるであろう。
【図１】本発明の例示的な実施形態に基づくリモコン装置の概括的なブロック図である。
【図２】本発明のある例示的な実施形態に基づくリモコン装置のユーザー視点の図である
。
【図３】本発明のもう一つの例示的な実施形態に基づくリモコン装置のユーザー視点の図
である。
【図４】本発明のさらにもう一つの例示的な実施形態に基づくリモコン装置のユーザー視
点の図である。
【図５】本発明のさらにもう一つの例示的な実施形態に基づくリモコン装置のユーザー視
点の図である。
【図６】本発明のさらにもう一つの例示的な実施形態に基づくリモコン装置のユーザー視
点の図である。
【図７】本発明のある例示的な実施形態に基づく段階を示すフローチャートである。
【図８】本発明のもう一つの例示的な実施形態に基づく段階を示すフローチャートである
。
【図９】本発明のさらにもう一つの例示的な実施形態に基づく段階を示すフローチャート
である。　本稿で述べる例解は本発明の好ましい実施形態を示すものであり、かかる例解
はいかなる仕方であれ本発明の範囲を限定するものと解釈されるものではない。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　ここで図面、特に図１を参照するに、本発明の例示的な実施形態に基づくリモコン装置
１００の概括的なブロック図が示されている。ここに記載される例示的な実施形態によれ
ば、リモコン装置１００は、中でも一つまたは複数の三次元（3D）閲覧機能を提供するよ
うそれぞれ動作する一つまたは複数のビデオ・システム（たとえば、テレビジョン、セッ
トトップボックスなど）を制御するよう動作する。図１に示されるように、リモコン装置
１００は、ユーザー入力端末１０のようなユーザー入力手段、コントローラ／メモリ２０
のような制御／記憶手段および送信機３０のような信号送信手段を有する。リモコン装置
１００はいかなる型のリモコン装置として具現されてもよく、たとえば機械的および／ま
たは電子的（たとえばLED）要素を含んでいてもよい。
【００１０】
　ユーザー入力端末１０はリモコン装置１０へのユーザー入力を受け取るよう動作する。
ある例示的な実施形態によれば、ユーザー入力端末（terminal）１０は、数字キーパッド
、専用の機能調整キーおよび／または回転デバイス（たとえばホイール）、スライダー、
タッチパッドなどといった他の入力要素といった一つまたは複数のユーザー入力要素を含
む。ユーザー入力端末１０のユーザー入力要素はまた、二つ以上の制御機能（たとえばチ
ャンネル変更、ボリューム変更、3Dビュー変更など）が単一の入力要素によって共有され
ていてもよいよう構成されてもよい。
【００１１】
　コントローラ／メモリ２０はリモコン装置１０に関連するさまざまな制御、信号処理お
よびデータ記憶機能を実行するよう動作する。ある例示的な実施形態によれば、コントロ
ーラ／メモリ２０はユーザー入力端末１０によって与えられる入力信号を受け取り、処理
し、対応する制御信号を生成する。その制御信号は送信機３０に与えられる。
【００１２】
　送信機３０は、リモコン装置１０の信号送信機能を実行するよう動作する。ある例示的
な実施形態によれば、送信機３０は、コントローラ／メモリ２０から受領される制御信号
に応答してビデオ・システムに制御信号を無線で送信する。制御信号は、たとえば赤外線
（IR）および／または電波周波数（RF）信号として送信機３０によって無線で送信されて
もよい。



(4) JP 5778776 B2 2015.9.16

10

20

30

40

50

【００１３】
　本発明の原理が、ビデオ・システムに取り付けられたフロント・パネル・アレイのよう
な制御装置に適用できることを注意しておくべきである。この実施形態では、コントロー
ラ２０はシステム・コントローラ自身であることも、あるいはシステム・コントローラ以
外の別個のコントローラであることもできる。この実施形態における送信機３０は単に、
コントローラ２０に有線接続を介して制御信号を送信するコンポーネントである。よって
、本稿で使うところの用語「リモコン装置」はビデオ・システムに取り付けられた制御シ
ステムを含んでもよい。
【００１４】
　図１におけるリモコン装置１００の概括的なブロック図は、本発明のさまざまな異なる
実施形態のために利用されることがあり、これらの実施形態のそれぞれがユーザーに、入
力および／または表示要素の異なるセットを、よって異なる概観図を呈してもよい。いく
つかのそのような好ましい実施形態が図２～図６に示されており、以下で述べる。本発明
の例示的な実施形態によれば、リモコン装置１００の概括的な構造をもつリモコン装置は
、一つまたは複数のビデオ・システムの、一つまたは複数の三次元（3D）閲覧効果を調整
する能力を含め、さまざまなリモコン機能を実行し、有効にするよう動作する。
【００１５】
　本発明の原理によれば、たとえば図２～図６において表されるリモコン装置１００のさ
まざまな実施形態は、以下の三次元（3D）閲覧効果の少なくとも一つのユーザー制御およ
び調整を可能にする：ビュー変更効果、奥行き変更効果およびポップアウト効果。現行の
三次元（3D）ビデオ・システムはビデオ・フレーム当たり二つの異なるビュー（すなわち
右のビューおよび左のビュー）しかサポートしないことが知られているが、本発明の原理
はビデオ・フレーム当たり三つ以上の異なるビューをサポートする三次元（3D）ビデオ・
システムに適用可能である。上述した三次元（3D）閲覧効果についてここで説明しておく
。
【００１６】
　ビュー変更効果
　将来の三次元（3D）ビデオ・システムは、マルチビューまたは自由視点機能をサポート
できるはずである。たとえばH.264/MPEG-AVC　MVC拡張では、各ビデオ・フレームについ
て1024個までのビューがサポートできる。本発明の原理によれば、ユーザーは見たい任意
のビューを選択できる。ある例示的な実施形態によれば、ビュー変更効果が行われると、
左ビューおよび右ビューの両方が同時に変更される。また、ある例示的な実施形態によれ
ば、受領されたビデオ信号の各ビデオ・フレームが少なくとも三つの異なるビューを有す
るとすると、ユーザーは、ビュー変更効果を調整するとき、これらのビューの一つを右の
ビュー、これらのビューの別の一つを左のビューとして指定してもよい。
【００１７】
　また、ある例示的な実施形態によれば、ビュー・インデックスを増加（「＋」）または
減少（「－」）させてそれによりビュー変更効果を調整するために、「＋」および「－」
指示〔インジケータ〕をもつリモコン装置の専用キーが使用されてもよい。図２は、この
調整を実行するよう動作するリモコン装置２００の例を示している。具体的には、図２の
リモコン装置２００は数字キーパッド２１０、チャンネルを変更するための専用のチャン
ネル変更キー２２０、ボリュームを調整するための専用のボリューム変更キー２３０およ
びビュー変更効果のためのビュー・インデックスを調整するための専用のビュー変更キー
２４０を有する。
【００１８】
　もう一つの例示的な実施形態によれば、ビュー変更効果のためのビュー・インデックス
を調整するために図３に示されるリモコン３００が使用されてもよい。図３に示されるよ
うに、リモコン装置３００は数字キーパッド３１０、チャンネルを変更するための専用の
チャンネル変更キー３２０、ボリュームを調整するための専用のボリューム変更キー３３
０および上述したMVC拡張でサポートされる1024ビューのようなきわめて多数のビューの
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間で調整するのに特に好適な回転可能なホイール・キー３４０を有する。ホイール・キー
３４０は、たとえばサッカーのライブの試合のために1024個のカメラがある場合などで、
所望される視点を選択するために便利でありうる。
【００１９】
　ホイール・キー３４０は、タッチパッド・スライダー（ラップトップ・コンピュータの
マウスと同様）のようなスライダー・キーによって代用されることもできる。これは、物
理的なリモコン装置の代わりにスマートフォンまたは他の装置から行うことができる。効
率のため、ホイール・キー３４０は高速およびスローのトリック・モードのためにも使う
ことができる。ホイール・キー３４０は始点および終点を含んでいてもよく、調整がなさ
れた後に最後に選択された設定をデフォルトとしてもよい。むろん、ホイール・キー３４
０は回転する物理的なホイールである必要はない。たとえば、ホイール・キー３４０はタ
ッチ可能な表現として具現されてもよい。
【００２０】
　もう一つの例示的な実施形態によれば、（たとえば図３の数字キーパッド３１０の）数
字キーは、ユーザーがどのビューを見ることを望んでいるかを選択するために使うことが
できる。また、この実施形態では、ビュー変更のための数字キーはたとえばチャンネル変
更キーと共有されてもよく、その場合、チャンネル／ビュー調整機能の間の切り換えを可
能にするためにキーを追加してもよい。
【００２１】
　もう一つの例示的な実施形態によれば、図１のコントローラ／メモリ２０は動きベース
の制御機能を含む。たとえば、この例示的な実施形態によれば、リモコン装置１００を左
に振ることはビューを左に変更し、リモコン装置１００を右に振ることはビューを右に変
更する。さらに、リモコン装置１００の一回の右スイングはビュー番号を１だけ増加させ
、リモコン装置１００の一回の左スイングはビュー番号を１減少させる。そのような動き
ベースの制御機能は、本稿に開示されるリモコン装置の例示的な実施形態すべてに及ぶ。
【００２２】
　奥行き変更効果
　人々は、三次元（3D）ディスプレイのためのさまざまな奥行き知覚をもつことがある。
たとえば、大人と子供の視覚的な奥行き知覚はきわめて異なることがありうる。本発明の
原理によれば、ユーザーは、ビデオ呈示（たとえばテレビジョン）を見ているときに三次
元奥行き設定を調整することができる。（たとえば奥行き情報の欠如のため仮想ビューが
レンダリングできない）マルチビューの場合、知覚される奥行きは、ビューの一つ（たと
えば左ビュー）を固定しつつ、他方のビュー（たとえば右ビュー）の選択を変更すること
によって調整できる。ひとたび右および左のビューが同じになったら、（3D効果のない）
二次元（2D）ビューが表示される。
【００２３】
　ある例示的な実施形態によれば、「＋」および「－」指示をもつリモコン装置のキーが
、たとえばマルチビューの場合において上述したようにビューの一つを変更することによ
って、奥行きを増大させたり（「＋」）または減少させたり（「－」）するために使用さ
れてもよい。図４は、この調整を実行するよう動作するリモコン装置４００の例を示して
いる。特に、図４のリモコン装置４００は、数字キーパッド４１０、チャンネルを変える
ための専用のチャンネル変更キー４２０、ボリュームを調整するための専用のボリューム
変更キー４３０、ビュー変更効果についてのビュー・インデックスを調整するための専用
のビュー変更キー４４０、奥行きを調整するための専用の奥行きレンジ・キー４５０およ
びポップアップ効果を調整するための後述する専用のポップアウト・キー４６０を有する
。
【００２４】
　本発明の原理は、たとえばテキスト・キャプションが常にディスプレイのビデオ部分よ
り手前に出ており、キャプション付けのフィールド深さ（depth　of　field）が変わらな
いように正しいキャプション奥行きを達成するために使われてもよい。このようにして、
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ユーザーは、所望に応じて三次元（3D）コンテンツのためのキャプション付けのフィール
ド深さを調整しうる。たとえば、一部のユーザーは、他のユーザーよりも前面ビデオ平面
からやや遠くまで外側に出ているキャプションを好むことがありうる。
【００２５】
　ポップアップ効果
　ポップアップ効果は、三次元（3D）ビデオ・システムのための望ましい機能であり、特
に子供に魅力的でありうる。ある例示的な実施形態によれば、ユーザーは、左ビューと右
ビューの間のグローバルな視差を調整／シフトすることによって表示されるビデオ画像の
ポップアップ効果を調整できる。マルチビューの場合、ポップアウト効果は、左ビューと
右ビューの間のグローバルな視差をシフトすることによって調整される。ある例示的な実
施形態によれば、上記の図４のリモコン装置４００のポップアウト・キー４６０が、ポッ
プアウト効果を調整するために使用されてもよい。特に、ポップアウト・キー４６０の「
＋」および「－」指示を押すことでポップアップ効果をそれぞれ増大（「＋」）および減
少（「－」）させてもよい。
【００２６】
　上述した三次元（3D）閲覧効果はまた、選択器機構を使って効率的な仕方でサポートさ
れてもよい。図５のリモコン装置５００はこの型の構成の例を示している。図５に示され
るように、リモコン装置５００は、数字キーパッド５１０および５つの選択可能なオプシ
ョン・キーを含む選択器機構を有しており、該５つの選択可能なオプション・キーは、チ
ャンネル変更オプション・キー５２０、ボリューム変更オプション・キー５３０、ビュー
変更オプション・キー５４０、奥行き変更オプション・キー５５０およびポップアウト変
更オプション・キー５６０である。リモコン装置５０はまた、上述した５つの選択可能な
オプションの一つを、選択されたときに、増大または減少させるために使用されるホイー
ル・キー５７０（図３のホイール・キー３４０と同様）をも含む。すなわち、ビュー変更
オプション・キー５４０が押される場合、ホイール・キー５７０はビューを調整するため
に使用されてもよい。同様に、奥行き変更オプション・キー５５０が押される場合、ホイ
ール・キー５７０は奥行きを調整するために使われてもよい、などとなる。同時に、数字
キーパッド５１０も種々の目的のために使用できる。
【００２７】
　また、ある例示的な実施形態によれば、もう一つのキー（図５には示さず）が追加され
てもよい。このキーが数字キーパッド５１０の数字キーと一緒に押されると、それはチャ
ンネル、ボリューム、ビュー、奥行きおよびポップアウトの選択器項目の一つに対するユ
ーザー要求を示すのである。たとえば、この追加キーを数字キー「１」と一緒に押すこと
はチャンネルを示し、その数字キー「２」との組み合わせはボリュームを示す、などとな
る。もう一つの例示的な実施形態では、それほど頻繁に変更されない機能（たとえば奥行
き、ポップアウト効果など）は、ビデオ・システムのメニュー設定に配置されてもよい。
【００２８】
　図６は、本発明のさらにもう一つの例示的な実施形態に基づくリモコン装置６００のユ
ーザー視点の図を示している。図６のリモコン装置６００は図５のリモコン装置５００の
変形であり、ユーザーにどのモードが選択されているかを知らせる能力を提供する。図６
に示されるように、リモコン装置６００は、数字キーパッド６１０、選択器インジケータ
６２０、トグル・キー６３０およびホイール・キー６４０（図５のホイール・キー５７０
と同様）を有する。選択器インジケータ６２０はたとえば、対応するラベルをもつ一連の
LEDとして具現されてもよい。トグル・キー６３０を押すことにより、ユーザーは選択器
インジケータ６２０の各選択可能なオプション（すなわち、ビュー、奥行き、ポップアウ
ト、チャンネル、ボリューム）を逐次選択しうる。ひとたび選択器インジケータ６２０の
所与のオプションが選択されたら（たとえばその点灯により示される）、ホイール・キー
６４０を回転させて、そのオプションの設定を選択的に増大および／または減少させるこ
とができる。
【００２９】
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　上記の装置機能および三次元（3D）閲覧効果のそれぞれについて、単一の選択器キー（
たとえば図６のトグル・キー６３０）がさまざまな異なる仕方で実地で使用されてもよい
。たとえば、選択器キーは、増大／減少デバイス（たとえば、図６のホイール・キー６４
０、スライダーなど）と組み合わせて使用され、どのオプションが選択されているかに基
づいてビデオ・システムの一意的なキー・コードを送ってもよい。すなわち、チャンネル
変更機能が選択され、増大入力が与えられる場合、「一つ上のチャンネル」コマンドを示
すキー・コードがビデオ・システムに送られる。同様に、ビュー変更効果が選択され、増
大入力が与えられる場合、「ビュー増大」コマンドを示すキー・コードがビデオ・システ
ムに送られる。この型の機能はリモコン装置内に（すなわち、図１のコントローラ／メモ
リ２０内に）プログラムされてもよく、また、キー・コードを理解するための閲覧を可能
にするビデオ・システムをも要求する。これは、単一の選択器キーの代わりに別々の選択
器ボタンを使って、他の実施形態についても当てはまることもできる。
【００３０】
　上記の図５の例示的な実施形態では、たとえば、もう一つのオプションは、各選択可能
なオプション・キーをして、任意の増大または減少コードに対する「修飾子」としてビデ
オ・システムが保持する別個のコードを送出させることである（すなわち、増大入力およ
び減少入力の両方が別個のコードを送る）。この実施形態は、ビデオ・システムが最後に
選択されたモードを記憶し、保持することを要求する。
【００３１】
　あるいはまた、三つのことのみのためにリモコン装置から汎用キー・コードが送られる
ことができる。つまり、オプション／モード選択、増大および減少のための一意的なキー
・コードである。そのような入力を受け取るビデオ・システムは、それらのキーを使い、
自分自身のために状態を保持する。この実施形態は、大いなる柔軟性および単純化された
リモコン装置を提供するが、どのモードにいるかについてユーザーに与えられるフィード
バックは少なくなる。しかしながら、この実施形態は、いくつかの他の望ましい効果を許
容する。たとえば、将来の拡張を許容し（たとえば、ビデオ・システムが増大／減少機構
を活用できる新たなオプション／機能を提供する場合に、システムは選択可能なオプショ
ンのリストにそれを加えることができ、ユーザーは単に、正しいオプション／機能が選択
されるまでその選択器キーを押すことによってそれにアクセスできる）、また、ビデオ・
システムが選択可能なオプションのリストを操作することをも許容する。よってたとえば
、ユーザーがポップアウトまたは選択を決して変更しないと決心するが、チャンネル、ボ
リュームおよびビューを変更する機能は欲しい場合、ユーザーは望まれないオプションを
リストから除去することができる。よって、選択器キーは単に、ユーザーにとって関心の
あるオプションのみを通じてトグルする。もちろん、チャンネルおよびボリュームはいず
れもよく使われるので、それらは専用キーを保持してもよい。
【００３２】
　図７を参照するに、本発明のある例示的な実施形態に基づく段階を示すフローチャート
７００が示されている。ある例示的な実施形態によれば、図７の段階は、本稿で開示され
た例示的実施形態のいずれかにおけるリモコン装置１００のようなリモコン装置からユー
ザー入力信号を受け取るビデオ・システムによって実行される。このようにして、図７の
段階は例示的な標準的装置動作を表す。
【００３３】
　段階７１０では、ビデオ・システムはユーザー入力信号を待つ。段階７２０では、ビデ
オ・システムはIRまたはRF信号のようなユーザー入力信号を、リモコン装置１００のよう
なリモコン装置から受け取る。段階７３０では、ビデオ・システムは受け取った信号を、
本稿で上述したキー・コードの一つのようなキー・コードにデコードする。段階７４０で
は、ビデオ・システムは段階７３０で生成されたキー・コードが有効であるかどうかを判
定する。すなわち、ビデオ・システムは該キー・コードが認識される動作／機能に対応す
るかどうかを判定する。
【００３４】
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　段階７４０における判定が否定的である場合、処理の流れはループで段階７１０に戻り
、図７に示されるように継続される。あるいはまた、段階７４０における判定が肯定的で
ある場合には、処理の流れは段階７５０に進み、ビデオ・システムはキー・コードおよび
システム状態に基づいて動作を実行する。たとえば、ビデオ・システムは、キー・コード
およびシステム状態に基づいて、チャンネル、ボリューム、ビュー、奥行きまたはポップ
アウトを調整してもよい。段階７５０から、処理の流れはループで段階７１０に戻り、図
７に示されるように継続される。
【００３５】
　図８を参照するに、本発明のもう一つの例示的な実施形態に基づく段階を示すフローチ
ャート８００が示されている。ある例示的な実施形態によれば、図８の段階は、複数のオ
プション／モード選択器キー（たとえばキー５２０～５６０）を有する図５のリモコン装
置５００のようなリモコン装置からユーザー入力信号を受け取るビデオ・システムによっ
て実行される。
【００３６】
　図８では、段階８１０～８３０は上述した図７の段階７１０～７３０にそれぞれ対応し
、したがって、記述の明確のため、繰り返して述べることはしない。段階８４０では、ビ
デオ・システムは、受け取ったユーザー入力信号が選択器キーの一つ（たとえば図５のキ
ー５２０～５６０の一つ）の入力を表すかどうかについての判定を行う。段階８４０にお
ける判定が肯定的であれば、処理の流れは段階８５０に進み、ビデオ・システムは現在選
択されているモードを変える。たとえば、ビデオ・システムはビュー変更モードから奥行
き変更モードに、あるいはチャンネル変更モードからボリューム変更モードに、などに切
り換えてもよい。段階８５０からは、処理の流れはループで段階８１０に戻り、図８に示
されるように継続される。
【００３７】
　段階８４０における判定が否定的である場合には、処理の流れは段階８６０に進み、ビ
デオ・システムは段階８３０で生成されたキー・コードが有効であるかどうかを判定する
。すなわち、ビデオ・システムはそのキー・コードが認識される動作／機能に対応するか
どうかを判定する。段階８６０における判定が否定的である場合、処理の流れはループで
段階８１０に戻り、図８に示されるように継続される。あるいはまた、段階８６０におけ
る判定が肯定的である場合、処理の流れは段階８７０に進み、ビデオ・システムは、選択
器状態／キー・コードの組み合わせおよびシステム状態に基づいて動作を実行する。たと
えば、ビデオ・システムは、キー・コードおよびシステム状態に基づいて、チャンネル、
ボリューム、ビュー、奥行きまたはポップアウトを調整してもよい。段階８７０から、処
理の流れはループで段階８１０に戻り、図８に示されるように継続される。
【００３８】
　図９を参照するに、本発明のさらにもう一つの例示的な実施形態に基づく段階を示すフ
ローチャート９００が示されている。ある例示的な実施形態によれば、図９の段階は、単
一の選択器キー（たとえばトグル・キー６３０）を有する図６のリモコン装置６００のよ
うなリモコン装置からユーザー入力信号を受け取るビデオ・システムによって実行される
。
【００３９】
　図９では、段階９１０～９３０は上述した図７の段階７１０～７３０および図８の段階
８１０～８３０にそれぞれ対応し、したがって、記述の明確のため、繰り返して述べるこ
とはしない。段階９４０では、ビデオ・システムは、受け取ったユーザー入力信号が単一
の選択器キー（たとえば図６のトグル・キー６３０）の入力を表すかどうかについての判
定を行う。段階９４０における判定が肯定的であれば、処理の流れは段階９５０に進み、
ビデオ・システムは、選択器リスト（たとえば図６の選択器インジケータ６２０のリスト
）を通じてインクリメントしていくことによって現在選択されているモードを変える。リ
ストの最後の項目に達したら、ビデオ・システムはリストの最初の項目に戻る。段階９５
０から、処理の流れはループで段階９１０に戻り、図９に示されるようにして継続される
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。
【００４０】
　段階９４０における判定が否定的である場合には、処理の流れは段階９６０に進み、ビ
デオ・システムは段階９３０で生成されたキー・コードが有効であるかどうかを判定する
。すなわち、ビデオ・システムはそのキー・コードが認識される動作／機能に対応するか
どうかを判定する。段階９６０における判定が否定的である場合、処理の流れはループで
段階９１０に戻り、図９に示されるように継続される。あるいはまた、段階９６０におけ
る判定が肯定的である場合、処理の流れは段階９７０に進み、ビデオ・システムは、選択
器状態／キー・コードの組み合わせおよびシステム状態に基づいて動作を実行する。図９
の段階９７０は図８の段階８７０に対応する。段階９７０から、処理の流れはループで段
階９１０に戻り、図９に示されるように継続される。
【００４１】
　上述したように、本発明は中でも一つまたは複数の三次元（3D）閲覧効果を提供するよ
う動作するビデオ・システムのユーザー制御を可能にし、容易にするよう動作するリモコ
ン装置のさまざまな異なる実施形態を提供する。
【００４２】
　本発明について好ましい設計をもつものとして記載してきたが、本発明は、本開示の精
神および範囲内でさらに修正されることができる。したがって、この出願は、本発明の一
般的な原理を使った本発明の任意の変形、使用または適応をカバーすることが意図されて
いる。さらに、この出願は、当技術分野において既知または慣用的な実践の範囲内にはい
り、付属の請求項の範囲内にはいる本開示からの逸脱をカバーすることが意図されている
。
　いくつかの付記を記載しておく。
〔付記１〕
　ビデオ・システムのボリューム設定およびチャンネル設定の少なくとも一方を調整する
ための第一のユーザー入力を受け取るよう動作するとともに、さらに前記ビデオ・システ
ムの三次元（3D）閲覧効果を調整するための第二のユーザー入力を受け取るよう動作する
入力要素を有するユーザー入力端末と；
　前記第一および第二のユーザー入力に応答して前記ビデオ・システムに制御信号を送信
するよう動作する送信機とを有する、
リモコン装置。
〔付記２〕
　前記ビデオ・システムの三次元（3D）閲覧効果を調整することが、現在の三次元（3D）
ビュー設定を別の三次元（3D）ビュー設定に変更することを含む、付記１記載のリモコン
装置。
〔付記３〕
　前記三次元（3D）閲覧効果が：ビュー変更効果、奥行き変更効果およびポップアップ効
果のうちの少なくとも一つを含む、付記２記載のリモコン装置。
〔付記４〕
　前記三次元（3D）閲覧効果のそれぞれが、前記ビデオ・システムによって受領されるビ
デオ信号に基づき、前記受領されるビデオ信号は、該受領されるビデオ信号の各ビデオ・
フレームについて少なくとも三つの異なるビューを有する、付記３記載のリモコン装置。
〔付記５〕
　前記各ビデオ・フレームについて、前記少なくとも三つの異なるビューのうちの二つが
対応する右／左ペアとして与えられる、付記４記載のリモコン装置。
〔付記６〕
　前記ビュー変更効果を調整することが、前記各ビデオ・フレームについての前記少なく
とも三つの異なるビューのうちの二つを同時に変更することを含む、付記４記載のリモコ
ン装置。
〔付記７〕
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　前記奥行き変更効果を調整することが、前記各ビデオ・フレームについての前記少なく
とも三つの異なるビューのうちの一つを変更することを含む、付記４記載のリモコン装置
。
〔付記８〕
　前記ポップアウト効果を調整することが、前記各ビデオ・フレームについての前記少な
くとも三つの異なるビューのうちの二つの間でグローバルな視差をシフトさせることを含
む、付記４記載のリモコン装置。
〔付記９〕
　前記入力要素が単一の回転可能な要素である、付記１記載のリモコン装置。
〔付記１０〕
　現在の三次元（3D）ビュー設定を別の三次元（3D）ビュー設定に変更することによって
三次元（3D）閲覧効果を調整することをビデオ・システムに要求するユーザー入力を受け
取る手段と；
　前記ユーザー入力に応答して前記ビデオ・システムに制御信号を送信する手段とを有す
る、
装置。
〔付記１１〕
　前記三次元（3D）閲覧効果が：ビュー変更効果、奥行き変更効果およびポップアップ効
果のうちの少なくとも一つを含む、付記１０記載の装置。
〔付記１２〕
　前記三次元（3D）閲覧効果のそれぞれが、前記ビデオ・システムによって受領されるビ
デオ信号に基づき、前記受領されるビデオ信号は、該受領されるビデオ信号の各ビデオ・
フレームについて少なくとも三つの異なるビューを有する、付記１１記載の装置。
〔付記１３〕
　前記各ビデオ・フレームについて、前記少なくとも三つの異なるビューのうちの二つが
対応する右／左ペアとして与えられる、付記１２記載の装置。
〔付記１４〕
　前記ビュー変更効果を調整することが、前記各ビデオ・フレームについての前記少なく
とも三つの異なるビューのうちの二つを同時に変更することを含む、付記１２記載の装置
。
〔付記１５〕
　前記奥行き変更効果を調整することが、前記各ビデオ・フレームについての前記少なく
とも三つの異なるビューのうちの一つを変更することを含む、付記１２記載の装置。
〔付記１６〕
　前記ポップアウト効果を調整することが、前記各ビデオ・フレームについての前記少な
くとも三つの異なるビューのうちの二つの間でグローバルな視差をシフトさせることを含
む、付記１２記載の装置。
〔付記１７〕
　リモコン装置を動作させる方法であって：
　前記リモコン装置の入力要素を介して、ビデオ・システムのボリューム設定およびチャ
ンネル設定の少なくとも一方を調整するための第一のユーザー入力を受け取る段階と；
　前記入力要素を介して、前記ビデオ・システムの三次元（3D）閲覧効果を調整するため
の第二のユーザー入力を受け取る段階と；
　前記第一および第二のユーザー入力に応答して前記ビデオ・システムに制御信号を送信
する段階とを含む、
方法。
〔付記１８〕
　前記ビデオ・システムの前記三次元（3D）閲覧効果を調整することが、現在の三次元（
3D）ビュー設定を別の三次元（3D）ビュー設定に変更することを含む、付記１７記載の方
法。
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〔付記１９〕
　前記三次元（3D）閲覧効果が：ビュー変更効果、奥行き変更効果およびポップアップ効
果のうちの少なくとも一つを含む、付記１８記載の方法。
〔付記２０〕
　前記三次元（3D）閲覧効果のそれぞれが、前記ビデオ・システムによって受領されるビ
デオ信号に基づき、前記受領されるビデオ信号は、該受領されるビデオ信号の各ビデオ・
フレームについて少なくとも三つの異なるビューを有する、付記１９記載の方法。
〔付記２１〕
　前記各ビデオ・フレームについて、前記少なくとも三つの異なるビューのうちの二つが
対応する右／左ペアとして与えられる、付記２０記載の方法。
〔付記２２〕
　前記ビュー変更効果を調整することが、前記各ビデオ・フレームについての前記少なく
とも三つの異なるビューのうちの二つを同時に変更することを含む、付記２０記載のリモ
コン装置。
〔付記２３〕
　前記奥行き変更効果を調整することが、前記各ビデオ・フレームについての前記少なく
とも三つの異なるビューのうちの一つを変更することを含む、付記２０記載の方法。
〔付記２４〕
　前記ポップアウト効果を調整することが、前記各ビデオ・フレームについての前記少な
くとも三つの異なるビューのうちの二つの間でグローバルな視差をシフトさせることを含
む、付記２０記載の方法。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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